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第２回荒瀬ダムに係る説明会概要（八代ハーモニーホール）

～H20.10.3 19:00
八代ハーモニーホール

【説明】

（中園総務経営課長）

皆さんこんばんは。本日はお忙しい中にご出席頂きありがとうございます。

定刻になりましたので、ただ今から荒瀬ダムに係る説明会を開催したいと思い

ます。私、今日の進行を務めさせて頂きます、熊本県企業局総務経営課の中園

と申します。よろしくお願いします。皆様のお手元に資料を配布してございま

す。その表紙の裏の方に今日の次第が載っておりますので、この次第に従いま

して今日は進めさせて頂きます。では、開会にあたりまして熊本県企業局の上

野がご挨拶を申し上げます。

（上野局長）

皆さんこんばんは。せっかくの金曜日の夜に、こういう会を催すということ

で、申し訳なく思っとりますけど、集まって頂いた方については感謝申し上げ

たいと思っております。

８月１日にこの地区で第１回の話し合いをさせて頂きました。その後は地元

の旧坂本村、こちらでこの場所に来られないのもありますので、９月の５日と

８日に２地区で話し合いをさせて頂きました。その後、色々ございまして早く

開催しなければならなかったですけど、そういう事情もございまして本日に及

んだことは全く申し訳ないと思っておりますので、ここでお詫びを申し上げた

いと思っております。

この問題につきましては平成１４年に皆さんご存知のとおり、撤去というこ

とで方向を掲げておりましたけど、事業費が非常にかさみまして、いかんとも

しがたい状況になったということで、蒲島知事が現状でもう一回考えてみよう

というところで切り出したことになります。これにつきましては皆さんご存知

のとおり、県の財政が非常に厳しい中で果たして、当初の予定でやれるのかっ

ていうのが非常に疑問点がついておりますので、これについては、今決定して

るという訳ではございませんけど、事業費が非常にかさんで執行が難しいとい

うことなら継続する方向での再検討したらどうか、ということで私どもは考え

て、私どもは知事のこういう方向の説明会を開いてるわけでございます。ただ

これはあくまで前も申し上げましたとおり、決定した訳じゃなくて皆様方と議

論をしながら、最終的には１２月に知事が継続か撤去かを最終判断をするとい

うことでございます。
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そういうことでございますし、皆さん方には８月１日から過去３回分ひっく

るめて言って頂いたのは、知事にはしっかり届けて見て頂いております。本日

はそういう内容をしっかり皆さんから意見を頂いて、そしてそれをふまえて最

終的には知事が判断しますので、忌憚のない意見を是非どんどんやって頂きた

いと思います。それではよろしくお願いいたします。

（中園総務経営課長）

早速説明に入らせて頂きますけれども、お手元の資料に従いまして今日はパ

ワーポイントを利用してご説明をしました後に皆様方から色んなご意見、質疑

等をお受けしたいと思います。今日は８月１日の説明会でダムを存続させた場

合の諸対策を説明します際に、費用の提示がなかったということで非常にご批

判がございました。９月２５日の県議会の経済常任委員会で説明しました、荒

瀬ダムを撤去する場合、継続する場合の費用等についての内容を元にして、諸

対策とその費用を中心にしてご説明をしたいと思います。なお本日はダムの撤

去について、これまで特に説明しておりませんでしたので、併せてご説明をし

たいと思っております。

ではまず最初に、ダムを継続した場合の費用等について工務課長の福原がご

説明をいたします。

（福原工務課長）

改めまして皆さんこんばんは。企業局工務課長の福原と申します。本日は荒

瀬ダムを継続する場合の費用等についてのうち、１－ についてご説明しま1
す。説明時間はおよそ１５分を予定しておりますのでよろしくお願いいたしま

す。なお、１－２につきましては後ほど総務経営課長の中園の方がご説明を申

し上げます。本日、手元の資料の方は詳しく載せておりますけども、時間の都

合上ポイントのみを説明させて頂きます。

説明資料１ １ページ

それでは主要設備の更新、改良工事からご説明いたします。こちらの図をご

覧ください。荒瀬ダムから藤本発電所の水の流れを断面図で示しております。

左側が荒瀬ダム、右側が藤本発電所でございます。荒瀬ダムで取水した水は取

水口、トンネル、水圧鉄管を経て藤本発電所で発電し、放水路を通って球磨川

の方へ戻されて行きます。今回の設備更新は藤本発電所の主要設備である水車

発電機、それと荒瀬ダムの洪水吐ゲート設備、それとそれらの周辺設備の改良

について行って参ります。

平成１４年度の荒瀬ダム撤去決定当時は主要設備を丸ごと更新するというこ

とで、概算金額６３億円を計上しておりました。その後、定期保守点検の評価
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や故障の履歴、それから製造・保守メーカーとの技術的な検討等、意見交換を

ふまえまして、部分更新で問題ないという結論に達しました。それで今回の計

画には部分改良工事ということで計上しております。金額は４７億円程度を見

込んでおります。その中で行う主なものについてご説明させて頂きます。

まず水車発電機についてご説明申し上げます。このシートをご覧ください。

左側が藤本発電所の模型を縦に切った写真でございます。右側が発電機の固定

子の写真でございます。それと水車のランナーベーン、水車の羽根の写真でご

ざいます。この図は水車発電機を縦に切った図でございます。上部のちょっと

幅広のところが発電機になります。そして下側が水車になります。今回の改良

工事では枠で囲んでおりますけども、これらの改良、それから取り替えを行う

。 。こととしております これによりまして発電効率を向上させることもできます

なおこの発電所には２台の水車ございますので、申し添えておきます。

説明資料１ ２ページ

。 、次に洪水吐ゲートについてご説明いたします この図は洪水吐ゲートの図と

それから写真を載せております。ゲートはダムの上下流の安全確保のために適

切な管理をしているところでございますけども、今回８門あるゲートの内、ゲ

ートの下側３分の１の老朽化が進んでいる分の取替えを行うこととしておりま

す。今回の取り替え部分は図の方では濃い青色の部分、それから写真の方では

黄色の枠で囲んだ部分、この部分を取替えることとしております。これに１，

２号のゲートの巻上装置の全更新と併せて合計１２．５億円の費用を見込んで

おります。

説明資料１ ４ページ

、 、 。続きましてダム管理対策 ダム環境対策 その他についてご説明いたします

、 、ダム管理者として洪水による浸水被害の防止のためとか 下流への土砂の供給

覆砂事業を通してダム下流の環境向上に寄与するため、貯水池内に堆積してい

る土砂を除去することとしております。堆砂対策につきましては当面は土砂を

掘削除去して河川内の公共工事や、覆砂事業で活用をはかり、自然流下させる

ための河川内置き土の量を３段階に増やし、流下状況を検証しながら実施する

こととしております。こちらの図をご覧ください。３段階の堆砂処理について

その第１段階目を模式図で示したものです。第１段階は２１年、２２年度２ヵ

年に、毎年２万立方メートルを掘削除去いたします。置き土として５百立方メ

ートル、残りを公共事業に活用したり覆砂事業に活用したりして参ります。覆

砂事業につきましては砂の確保ができれば関係者と協議の上、２３年度以降も

継続して実施していきたいと、そのように考えております。第２段階は２３年

から２７年までの５年間でございます。毎年２万立方メートルずつ堀削除去を

行います。河川内の置き土は１千立方メートル、残りを公共事業に活用して参
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ります。費用は５ヵ年で６億２千万円を見込んでおります。３段階は２８年か

ら３０年までの３ヵ年で毎年１万立方メートル、河川内の置き土１千５百立方

メートル、残りを公共事業に有効活用し、３年間で１億９千２百万円の費用を

見込んでおります。

説明資料１ ５、６、７ページ

続きまして、ダム管理者として貯水池の管理や河川の管理の観点から護岸の

維持管理をするのは重要なことと考えております。ここで護岸の補修箇所をど

のようにして設定するのか、大まかな流れについてご説明いたします。まず、

現状の河岸の状況を調査し状態を分析いたします。続きまして測量結果から洗

掘だとか堆積の状態について最近の動向を確認いたします。次に数値シミュレ

ーションによりまして河床変動等の予測を行います。これらの結果を元に最終

的な評価を行い、補修が必要な箇所を設定いたします。それではダムを残した

場合の荒瀬ダムの護岸で補修が必要な箇所はどこかと申しますと、こちらの図

。 、をご覧ください この図は荒瀬ダムの貯水池を上から見た図で左上は荒瀬ダム

右下が瀬戸石ダムの直下流にあたります。検討評価の結果、特に補修の優先度

が高い箇所が３箇所ございます。これらは今写真が出ておりますけども、葉木

橋の下流、左岸側です。２箇所目は左岸側で与奈久地区でございます。３箇所

目が右岸側で鎌瀬地区でございます。この３箇所が補修の候補としてあがって

おります。当然この部分については現地調査をこれから行いまして、施工する

か否かについては判定していく必要がございます。今、仮にこれらを補修を実

、 。施するといたしますと その費用は２億２千９百万円程度を見込んでおります

説明資料１ ８ページ

それではダム管理対策の３番目、水位低下設備についてご説明いたします。

この図は水位低下設備を設置する前の図でございます。右側の図は平成１５年

から毎年１月２月に水位を低下しておりますけども、その時の水面を青色で着

。 。色して示しております 下の図は水位低下設備を使用した時の図でございます

青い着色の色の部分を比較すると、かなり幅が狭くなってるのが描かれており

ます。陸上部がかなり増えてるということでございます。こちらは設備の図面

でございます。右上の黄色いところですね、ここが開口部になりますけども、

穴の大きさは５メートル×２メートルでございます。そして赤いところがコン

クリート部で、ここにゲートが設置されております。この設備はあくまでも水

を流して水位を低下させるためのもので、１月から２月の河川流量の少ない時

期に水を流して水位を低下させるものでございます。そういうことで今以上の

減電はない、と考えております。まず費用につきましては詳細設計に１千８百

万円、工事費に１０億５千９百万円を見込んでおります。



- 5 -

説明資料１ ９ページ

続きましてダム環境対策としてダム貯水池内の水質についてご説明いたしま

す。淡水赤潮、アオコの発生は景観やレジャーへの影響と異臭の発生原因とな

ることから、その発生を抑えるために泥土除去等の対策を実施し、貯水地の環

境改善に努めるということでございます。支流百済木川におきましては赤潮の

、 。 、発生が少なくなり 一定の成果が見られております 今後も泥土除去を進めて

水質調査等の監視強化も行っていきたいと考えております。泥土除去につきま

しては現在確認されている全量を除去する予定でございます。費用としまして

は７億２千６百万円を見込んでおります。また新たに泥土が確認された場合に

は速やかに除去することとしております。それではどこに泥土が確認されてい

るところはどこかと申しますと、こちらの図をご覧ください。荒瀬ダム貯水池

と支流百済木川を上から見たところでございます。左側が下流側、右側が上流

側になっております。河川の色が青い色から水色に変わってるその間が荒瀬ダ

ムになります。赤い色のところが、佐瀬野地区と百済木川地区でこちらの方か

ら泥土を除去することとしております。

説明資料１ １０ページ

その際、濁水発生の予防策についてご説明いたします。川では濁りが嫌われ

ますけども、泥土除去行う時も濁り水が出ないように気をつけて施工をしてお

ります。まず泥土除去にあたっては陸上掘削を基本に、仮に水中堀削が必要な

場合にはプールのように周りを囲んで施工するようにしております。

説明資料１ １１ページ

水質等の監視強化につきましては、富栄養化の対策調査ということでこのよ

うな項目について調査を行うこととしております。調査箇所はこの赤い印の色

の地点、費用は３年間で１千５百万円を見込んでおります。それからアオコの

発生等については景観やレジャーへの影響があるということで速やかに除去す

ることとしております。これは一例でございますけども、こういうふうにフェ

ンスで集めて除去しようと考えてます。費用については１０年間で２千万円程

度を見込んでおります。

説明資料１ １２ページ

続きましてその他が環境管理体制ということでご説明いたします。環境モニ

、 、 。タリング それから協議会 委員会との２つの内容についてご説明いたします

まず環境モニタリングでございますが、荒瀬ダムの環境に係る主な課題とし

てはこのようなものがあります。これらの課題に対し、発生状況の確認、課題

の再整理、対策の検討のためにモニタリングを行ってまいります。費用としま

しては１０年間で７千８百万円を見込んでおります。

続きまして協議会、委員会等でございますが、私どもは公営企業法や電気事
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業法に基づく電気事業者として電力の安定供給にこれまで努めて参りました。

またダムや貯水池の管理については河川法に基づいて行ってきたことでござい

ます。荒瀬ダムの周辺には多数の住民の皆様が生活されており、これらの住民

の皆様のご意見やご要望を今後ダム管理に活かして管理の更なる充実、強化を

図っていきたいと考えております。例えば地域の皆さんや関係者と構成する荒

瀬ダム管理環境対策協議会を設置したり、技術的に難しいことにつきましては

、 、荒瀬ダム技術検討委員会を立ち上げて 学識者の専門的なご意見を頂きながら

ダム管理の充実強化を図っていきたいと考えております。なお、これらの開催

経費としまして１０年間で１千６百万円を見込んでおります。

説明資料１ １３ページ

次に継続の場合の費用合計等について説明いたします。今まで説明してきま

した、設備更新費用につきましては１０年間の推定費用でございまして、それ

ぞれ４７億円、２４億円、８億円、１億円、合計８０億円でございます。

次に事業継続した場合の工程についてご説明いたします。ここに１０年間の

工程表を示しております。設備更新と、それから管理環境対策に分けて表示し

ております。管理環境対策につきましては管理対策、環境対策、環境モニタリ

ングの３つに色分けして表示しております。ご覧ください。

最後に設備更新及びダム管理環境対策費用の一覧表を示しております。以上

をもちまして私の説明を終わらせて頂きます。続きまして１－ の事業継続2
した場合の検証につきましては、総務課課長の中園の方からご説明申し上げま

す。ありがとうございました。

（中園総務経営課長）

私の方から事業を継続した場合の検証について説明させて頂きます。資料の

１４ページでございます。改めまして私、総務経営課長の中園と申します。よ

ろしくお願いいたします。

説明資料２ １４ページ

ただ今、事業継続の場合の事業内容、それに要する費用について詳しい説明

がございました。以上のような内容で設備更新、あるいは管理対策を、また環

境対策を実施した場合に電気事業の経営はどうなるのか、今後も健全な経営が

できるのか、私達の家の貯金にあたる内部留保資金で対応できるのか、という

そういった観点から検証を行いました。その結果、自己資金である内部留保資

金のみで設備更新、あるいは管理環境対策を実施することが可能でございまし

て、これまでのように一定の利潤をあげながら経営ができるということを確認

いたしました。

事業継続費用の８０億円のうち、設備更新費用４７億円、それに管理対策費
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用の２４億円、合計７１億円は売電料金で回収できると見込んでおります。環

境対策費用等の９億円につきましては売電料金に織り込めないと見込んでおり

まして、内部留保資金で対応することになります。

同じページになります。これはパワーポイントにはございませんけれども、

１４ページになりますが、内部留保資金の推移、シミュレーションについてご

説明を致します。内部留保資金というのは事業活動によって企業内に蓄積され

た資金のことをいいます。こういう企業が健全な経営を行うために必要な資金

でございまして、建設改良資金、あるいは運転資金として利用されます。継続

費用の約８０億円に対して電気事業会計の持っている内部留保資金を充てた場

合、それがどのように推移するのかを自己資金だけで足りるのかをシミュレー

ションしたものでございます。それについて自己資金である、内部留保資金を

もって、使って投資しても最も底をうつ、平成２７年度でも約１７億円の内部

留保資金が手元に残る計画でございます。その後は徐々に資金が回収され、安

定した経営が可能だと考えております。

２１年度の九電への売電料金は、８円４８銭でございます。投資した８０億

円の内、７１億円は売電料金へ反映されると思っておりますので、九電への売

電料金は増加することになります。平成２１年度から３０年度までの１０年間

の平均が８円６１銭ということでございます。ちなみに２０年、２１年度の公

営電気、九州の福岡、大分、宮崎、熊本の４県の平均が８円７５銭でございま

すので、過大な増加ではないと思っております。

次に総括原価方式についてご説明いたします。８月１日の説明会の時も総括

原価についてはご質問等ございましたので、今日は改めてまたご説明させて頂

きます。電気事業経営は電力会社に売電して利益をあげております。電気を作

るにはコストがかかりますが、右の表のように人件費、修繕費、諸費、市町村

交付金、減価償却費、このような発電に要する費用を原価といいます。これに

。 、自己資本報酬と書いてございます ちょっと耳慣れない言葉でございますけど

これはいわゆる利潤といいますか、利益でございます。これを含んだものを総

括原価といいます。この総括原価を基礎として電気、売電が決定される仕組み

を総括原価方式といいます。この制度は電気の利用者である消費者に安定した

電気を供給する、そのために公営電気事業者が健全な運営ができるように設け

られた制度でございます。

説明資料２ １５ページ

次に電力受給に関する基本契約でございます。１５ページになります。ちょ

っとこれも非常に耳慣れない言葉でございますけども、売電料金が総括原価を

基礎として決定されるためには、公営電気事業者が電気事業法に基づいて卸供

給事業者になることが求められます。この卸供給事業者でなるためには電力会
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社との間で１０年以上の基本契約を締結する必要がございます。現在の基本契

約は２２年３月３１日まででございますので、４月以降も契約を締結について

現在九州公営電気４県と九電との間で交渉を行っとります。今年の１２月まで

には最低でも１０年以上の基本契約の締結ができるものと思っております。仮

に契約が締結されますと、２２年４月以降も総括原価方式による料金交渉が九

電との間でできるということになります。なお、総括原価方式による九電との

料金改定交渉は２年に一度行っているところでございます。

これらは事業費の比較でございます。継続をするとした場合の費用８０億円

と、撤去をするとした場合の費用７２億円でございます。両者の費用は単純に

比較いたしますと、継続の場合が県民負担がある、県民負担が大きいというこ

とになるわけでございますけども、これをよく見てみますと、必ずしもそうで

はないということが分かるわけでございます。８０億円の中で設備更新費用４

７億円、管理対策費用２４億円、合計７１億円につきましては、これは売電価

格に織り込まれて将来的に回収可能であると見ております。従いまして環境対

策費用等についての９億円のみが内部留保資金で対応すると考えております。

次に撤去の場合、７２億円ということでございますけれども、平成１４年か

ら２０年度まで管理対策、環境対策を実施しておりまして２０億６千万を既に

支出をいたしております。それに平成２１年度に売電料金に織り込まれると見

込んでおります、２億３千万円を引いた残りが４９億円でございます。

従いましてこの両者の比較をすると分かりますように、継続をした場合の方

が４０億円の県民負担が少なくて済むということになります。これは２１年度

以降の県民負担の額を比較するということでございます。ただ今言いましたよ

うに、継続するとした場合が９億円、撤去するとした場合は４９億円の内部留

保資金で負担するということでございますので、県民負担の差は４０億円とい

うことでございます。

この４０億円という負担の差でございますけども、厳しい財政再建下である

。 、県財政にとってこの差は非常に大きいと考えております 継続するとした場合

、 、撤去に充てることとしておりました 内部留保資金の一部に余裕が出ますので

今後県財政に寄与することも可能でございます。

一方撤去する場合、これは内部留保資金だけでは撤去費用ばかりか、他の発

電所の維持管理費用を賄うことができませんので、その場合には一般会計から

の資金投入が必要となります。このような厳しい財政再建下にある中では、そ

れは難しいと考えてるところであります。

以上、継続するとした場合の費用の検証についてご説明をいたしました。で

は、続きましてダム撤去について、工務課荒瀬ダム対策室長の那須がご説明を

いたします。
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（那須室長）

荒瀬ダム対策室長の那須と申します。私は荒瀬ダムの撤去について説明させ

て頂きます。お手元の資料は１６ページ以降をお願いいたします。画面にあり

ますとおり、上から決定の経緯、ダム撤去の取組、費用を含めました撤去の概

要、という形でまとめております。資料では１６ページとなっております。こ

の内、２－ 、２－ の経緯と取組につきましてはご存知の方も多いとは思い1 2
ますが、お手元の資料の１６、１７ページにまとめております。説明は略させ

て頂きますのでご確認の方お願いいたします。

では、２－ の撤去の概要についてご説明申し上げます。資料では１７ペ3
ージの３番です。なお、私も申し訳ありませんが本日は時間が限られておりま

すので、要点のみの、ごく手短な説明をさせて頂きます。詳細につきましては

お手元の資料をご覧頂き、後ほどの質疑応答の時間にお尋ね頂くようお願いい

たします。

説明資料２ １７ページ

この荒瀬ダム撤去につきましてはダム完全撤去という事例がない中、治水及

び河川環境に配慮しました最適なダム撤去となりますよう、次の３点をポイン

トとして検討を行ってまいりました。その３点と申しますのは土砂処理方法。

ダム下流河川の治水や環境に配慮し、その上で、かつ貯水地に堆積した土砂を

処理すること。

２つ目がダム撤去工法。同じくダム下流河川の治水や環境に配慮し、かつ効

率的、経済的なダム撤去となること。

３つ目が環境保全措置及び環境モニタリング。ダム撤去と貯水池の土砂処理

によりまして、河川環境がどのように変化するかを予測評価すること、また必

要に応じまして迅速に対応していくべきものと考えております。

ではポイントごとに問題点と検討結果を説明して参ります。まず、土砂処理

方法です。資料では１７、１８ページの中ほどをご覧ください。ダム撤去によ

り土砂、特に泥土が出水時に短時間に大量に流れだしまして、ダム下流に堆積

いたしましたとすれば、魚類の産卵場所など河川環境へ影響を及ぼす恐れがあ

ります。そのためこの枠囲みに書いておりますが、貯水池に溜まった泥土とい

う不安材料を全量除去し、ダムを撤去することとしています。現在堆積が確認

できている泥土は約６万立方メートルほどです。撤去前までには全量を除去す

る予定ですけども、土砂の堆積は洪水により変動いたすことがあります。その

ため、今後新たに泥土が確認されました場合、速やかに除去していく必要があ

ると思っております。

説明資料２ １９、２０ページ

次に第２点目です。ダムの撤去工法についてですが、資料は１９ページと２
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０ページです。ダム本体を撤去するにあたりましては、撤去が洪水被害の原因

、 。 、になってはならない といった治水の観点 それから河川を復元するといった

河川環境の観点から検討を進めて参りました。本来、撤去手順につきましては

建設当時の球磨川の流れの中心、みお筋があった右岸側、この図におきまして

はちょっと左右逆になっておりますので、左側の県道側ですが、その位置にス

リット、この図の黄色で示してある部分ですけども、このような切れ目を設け

まして、段階的に広げていく撤去工法を採用しております。このスリットによ

りまして土砂が一気に流れ出すことは緩和されるものと考えております。それ

を踏まえまして本体撤去につきましては、６段階６ヵ年程度の期間としている

ところです。

ではその６段階を順次に表示して参ります。まずこれが撤去前、現在の状態

です。上が、上から見た平面図となります。下が、下の正面図ですが、撤去の

形が分かりやすいようにダムの下流から見たこととしておりますので、右岸左

岸が逆になっております。これでいきますと図の向かって右側が向こう側が国

道側、手前の左側が県道側となります。それから下の図、少し見にくいと思い

ますがよくご覧頂きたいんですが、２本線が入っております。青い線の方が建

設当時の川底の位置、それから赤い線がこのダム本体コンクリートの撤去を計

画している範囲です。

では順次、説明して参ります。第１段階ですが、これは平成２２年度の状態

ですが、まずゲート６基の撤去、それから中央に見えます水位低下装置２基、

これを設置します。次が第２段階。この第３段階ですが、ここで最初のスリッ

トを施工いたします。各段階ともダム上下流の土砂の堆積状況などに充分注意

し、次の段階に進むかどうかは、その度に慎重に判断する必要があります。た

だ、初めてダムに切れ目を入れますこの段階は特に重要な段階です。その判断

によりましては、撤去完了年度がずれ込む場合もありえます。第４段階、第５

、 、 。段階 第６段階で最後の部分を撤去いたしまして これで撤去完了となります

ところで、最初にダム撤去工法は治水と環境に配慮し、かつ効率的、経済的

にと申し上げました。その結果としまして、この下の図で灰色で表示してる部

分ですが、このようにコンクリートの一部が残ることとなりますが、撤去断面

は露頭しないということを予測計算で確認いたしております。また実際、撤去

後はコンクリートが露頭しないように埋め戻すということにしておりまして、

その後もその復元の状況についてモニタリングをしていきます。なお、この撤

去範囲につきましてはあくまでも現段階の検討に基づくものです。今後河川管

理者と協議して決定されるものであり、変更の可能性があります。

説明資料２ ２２ページ

これは護岸の状況ですが、資料では２２ページにございます。ダムの撤去に
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よりましてダム貯水池は水位が低下します。そして河川の流れに戻ることにな

りますが、一般的な課題といたしまして、左右の護岸への影響、例えば左のよ

うに川岸がすべったり、中央部のように川底が掘れてしまうことにより河川護

岸の基礎が不安定になる恐れがあります。その結果、護岸の転倒やすべり、沈

下などが起こる可能性があります。このような状況でございます。撤去による

護岸への影響につきましては継続の場合と同様に調査解析、予測評価を行って

いるところです。

説明資料２ ２３、２４、２５ページ

護岸は一例でございますが、ダム撤去という前例がない中で、予測の及ばな

い現象が生じることは充分考えられます。そこで３点目の環境保全措置、及び

環境モニタリングになりますが、治水及び環境の観点からモニタリングを実施

し、河川状況、及び周辺状況の把握に努めるのが必要と考えております。モニ

タリングの項目につきましては、資料の２４ページから２５ページを掲載して

おりますので、そちらも併せてご覧頂きたいと思います。その結果、何らかの

対応が必要だと判断される場合、これは関係機関等と協議調整のうえ、迅速な

対応が必要と考えております。

説明資料２ ２７ページ

以上、このようにこれまで申し上げました様々な問題につきまして、荒瀬ダ

ム対策検討委員会や専門部会で現段階での最新の知見を元に出来る限りの検討

をつくしてきたところです。その結果といたしまして、現段階で把握できる範

囲ではございますが試算を行いましたところ、撤去費用の総計が７２億円とな

ったものでございます。なおこの撤去費用につきましては資料の一番最後２７

ページにつけております。

以上で荒瀬ダムの撤去に関する説明を終わらせて頂きます。

【質疑応答】

（八代市 Ａ氏）

八代在住のＡです。私は単純に計算できんとですが。今数字を、プラスマイ

ナスしながら残した場合と撤去した場合の費用、その他説明がありました。実

は単純に私は考えるんですけど、今例えばそれでしのいだとして、いつ撤去を

するか、あるいはその撤去する時点での費用がどうなるのか。それと、もしこ

の計算の中に、環境負担が回復するわけですから、当然海も川も生きてくるわ

けですが、そこで得られる金額その他については全然シミュレーションしてな

いし、その費用の中に入ってないんですよ。ですからその環境負担が解かれる

ことによってのプラスというものを、きちっと出してこういうものについては
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あたっていかんといかんのじゃないか。それから、今、私達はいい思いしたか

。 、 、 、もしれません 発電によって そりゃ多少 我々は文化的な生活を得られたし

良かったと思うわけですが、これを先送りすることによって県の負担がどうな

るか、あるいはその県民負担がどうなるかというのは当然そういうものまで検

証されて、こういうものが出されるのは妥当ではないかということで単純に私

は考えるわけですけど、この点について質問申し上げます。

（中園総務経営課長）

お答えいたします。ただ今撤去する場合の費用と継続する場合の費用につい

てご説明しました。撤去する場合は、現在の財政状態は大変厳しいということ

でございます。継続につきましては撤去費と比べて数字の上では大きいわけで

はございますけども、さっき８０億円ということで７１億円については売電料

金で回収できると見込んでいます。仮に継続をした場合は、水利権がもし更新

するとすれば２０年が一つの区切りでございますので、まずは本体の、ダム本

体は５０年以上経ちますんで、できれば直したいんですけど、まずは２０年の

水利権をとって継続の方向、できればしたいと思っております。ただいずれダ

ムというのは寿命がまいりますんで、その時に、どういったあの、現在ダムっ

ていうのは撤去を前提にして費用等、最初に積算されておりませんので将来的

には、もしも撤去する場合に、補助制度、今現在ありませんけども、将来的に

は出来ているということでございます。いずれにしましても、現在の段階では

できれば存続をしてという段階でございます。

またダムを撤去した場合の環境面、環境問題、内水産資源等についての効果

につきましては、これは今の技術でいきますと、なかなか荒瀬ダムがあること

でどのように影響を与えているか、数字的に計算するのが非常に難しいと考え

ております。従いまして費用対効果ていうのを出すのは大変厳しいと考えてお

ります。以上です。

（Ａ氏）

、 、 、 、 、実は今 いつかは壊れる もしくは撤去せないかん いうことですね 私は

この世代に生まれてきたわけですけど、非常に短いスパンでの経済的な話しば

っかり、あるいは政治的なものが短いスパンでしか話がなされないわけです。

実は５０年後あるいは１００年後がどうなるのかとかですね、そういう話は全

く出てこんとですよ。今をしのげば先はどうにかなるだろう、ということです

ね。今、数字が上がりましたけど確かにそうですよ、九電さんが買うから費用

は賄いますよと。しかし、絶対的な発電量というのはどれだけあっとですか。

恐らく、日本製紙さんの今の火力発電の、何分の１もないんですよ。そこらへ
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んも、比較対照したものを出して頂いて、本当に県民、市民、やっぱりこの流

域の人達が納得できるようなものを提示して頂かんと何も分からんですよ、私

達はこういうこと出してもろても。数字は、私はそろばんはじききるわけでも

ないしですね。確かにそうでしょ、県の方でされれば。

しかし、環境負担がとけてしまう、あるいは完璧にはならんかもしれんけど

９０ もしくは８０ 、海の回復あるいは、下流の瀬戸石から下の川が生き返% %
るということで、恐らく今、漁師達も、私は今年の夏も毎日、鮎釣りに行きま

したけど、ダム岸を人吉球磨まで車で走ってるわけですけど、かなりの鮎の量

が取れるわけですよ。それが完璧に川が生きることによって漁師さん達の数が

増えるし、私達のガソリン代で人吉まで、球磨まで走る費用も浮いてくるし、

そういった面もかなりあるわけですからできないということじゃないと思うん

です。例えば想定くらいはして出して頂きたいと。例えば昔の・・・ 聴取不（

能 、昔坂本地区から何キロくらい集まったかとか、そういう少なくともそう）

いう努力はしてください。そういうことの積み上げによって、経済効果という

ものが当然出てくるし、そういうものがありゃはじき込んで計算ができると思

います。でないと私達は今の説明聞いとっても何も分からんですよ。

（中園総務経営課長）

はい、じゃ次の方どうぞ。

（球磨川漁協 氏）B
球磨川漁協の といいます。今、水産業への影響は計算が難しいとか何とB

かて言われましたね、不透明だとか。ところが、確実に、確実にですよ、影響

があってるのはあってるんですよ。

例えば、球磨川での鮎はものすごく貴重な物です。全国的に有名です。これ

は瀬戸石ダムに、荒瀬ダムから上流で生まれた鮎の赤ちゃん、稚魚といいます

けど、これが人吉球磨、膨大な産卵場があるわけです。そこで生まれたやつが

全然下流へ生きて下って来ない。というのは、瀬戸石毎秒３０トンの場合、瀬

戸石ダムで４日かかると思うんです。鮎の稚魚を、そして荒瀬ダムでも４日か

かります。計ダム湖内だけで８日かかるんです。鮎の赤ちゃんは、生まれて４

日ないし５日ぐらいでは海へ行かないと生きません。ダムで完全に死んでしま

うんです。運良く生き残ったやつもタービンにまかれて死んでしまうんです。

こういう状況があるんです。

そして、ついでだから言いますけど、荒瀬ダム下流でも産卵場はあります。

遙拝堰までに。でも、そこで生まれた半分以上のやつは用水へ流れるんです。

漁業者の、球磨川の鮎はそういう状況になってるんです。だから、荒瀬ダムは
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撤去してくれと。そしたら、瀬戸石までの間に約１０キロ区間ですか、産卵場

が出来るんです。漁場が出来るんです。そしたら、もっと今状況が違うと思い

ます。

この前は、何か土地改良の方が、水がめとか何とかていう話しがよう耳に入

りましたけど、漁業者だけ、海の漁業者もそうです。川の漁業者もそうです。

漁業者だけずっとダムが出来てこのかた被害を受けていいんですか。そこんと

こどう思われますか。ちょっと答えてください。

（中園総務経営課長）

答えになるかどうか分かりませんけど、２９年にダムが出来て、その頃に、

例えば球磨川漁協さんとはきちんと漁業補償等いたしております。現在の球磨

川産下流の稚魚の放流のための採捕事業があるんですね。他の川で取れた稚魚

を球磨川上流の方で放流するというような事業も行っております。

確かに今おっしゃるように、もしも元の川に戻った場合にはそういったこと

もあるかもしれませんけども、私どもは今ダムを造って発電をする中で出来る

限りのことはやっていく、という考えでおります。

今後、仮にダムを継続すると、発電事業を継続するとした場合にはそれは皆

様方のその意見を聞きながら、環境にだいぶ配慮した、また色んな水産資源に

も配慮したダムになる、発電所になるようにしていけると考えております。

（ 氏）B
すいません、環境に配慮した形で存続の場合にやると、そう言われますね。

そしたら鮎の降下時期、９月末から１２月初めまでぐらい、その間ずっと開け

てもらえます。どうでしょうか。

（中園総務経営課長）

仮に継続するとしたら、なるべく球磨川漁協さんの間にそういった話をしな

がら、協力できることについては協力して検討していきたいというような。

（発言者不明）

違うんですよ、球磨川漁協だけでなく、海の漁協もあるでしょ。

（中園総務経営課長）

はい、もちろんそうです。荒瀬ダムがあることで、球磨川漁協あるいは八代

漁協さんには、そういった意味で少なからず影響を受けているということは分

かってます。
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（発言者不明）

そういうことじゃない、海の漁協とも話さないかんでしょ。

（中園総務経営課長）

皆様方の意見を聞きながら、きちんと検討していきたいと思います。

（球磨川中流域 氏）C
質問の機会を与えて頂きありがとうございました。私は、球磨川中流域で球

磨川の文化と生活を共にしてきた と申します。C
また、率直な感じは、また今後３０年４０年５０年か知りませんけれども、

今までとやっぱり同じような苦しみをまたしていかなければいけないかと。私

も何回か、このダムの功罪について訴えたことがあるんですけれども、まずそ

のダム建設当時について、それが周到であったのかどうかていうのをまず検証

頂きたいと思うんですよ。川辺川、４０年経っても結論出てません。それで２

７年に住民にさえ立ち退け、ダムを造るからっていうようなことでやったわけ

です。そういう思いっていうのはやっぱりその当時の人達は皆非常に苦しんだ

と思います。それで畳の下まで水がきてるのに、あんた達はなおれと。これは

人口減にもつながるんですけれども、当時が２万人超してたんです。現坂本町

は、５千名になってしまったわけですよ。

だからさっきの説明をずっと聞いておりますと、そのダム存続か撤去かてい

うようなことについて、ダムを造ったことについての、罪の意識ていうかお詫

びていうかそれが一言も出てこないんです。だから犠牲になった者は非常に苦

しんでいるわけです。ですから少なくとも、その川辺川ダムの１００分の１で

もそういう気持ちがあったら、今度は撤去にはなかなか、こんな問題がなかっ

たと思いますよ。

今、魚の話が出てますけれども、つい最近もウナギなんかが全部ダムに詰ま

ってしまって発電ができなかったなんていうのも出とります。そういったこと

で全部、自分達の生活を、全部追われて皆追放されたんですよ、その時は。そ

ういったことも考えてもらわないと。

だから今ずっと、説明を聞いておりますと、ダム本体を撤去する、ダム本体

を工事をするのに６２億円から４０何億円かというシミュレーションを見せて

頂きましたけれども、これ部分的に考えるとそうであって、この部分ていうの

も当然一番初め６年前にやられたそういう数字になるんじゃないんでしょうか

ね。ですからその企業局の説明はどうも納得いきませんし、また存続した場合

にはこういうことをやってみる、やりますよていうことは、ダムそのものに関

わる費用なんですよ。ですからそのダムが存続した場合の、その川辺川みたい
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に、その村の再生を図るとか、環境をこうするとか、それで漁業者の方には前

みたいに鮎がとれるようにしますよと、そういった説明が全然ないです。そう

いった費用はどこにいってしまったんだろうかというのは非常に疑問に思うわ

けです。

ですから私達はまたこの５０年間ダムは、私達は私はおりませんけれども、

５０年同じ苦しみをしていかなければならないだろうかというふうに思うわけ

です。だから一営利企業のために、何で私達がこんなに犠牲にならなければい

けないんですか。洪水とかそういうのは地元で暮らしたものにしか分かりませ

ん。一つどうかその罪の意識を持って、撤去に向けて、やっぱり潮谷知事も、

私達はこういう罪を犯しましたと、どうかその今から撤去しますから許して下

さい、ていうのが６年前の撤去宣言じゃなかったかと思いますけれども。以上

です。

（中園総務経営課長）

これは、答えにはならないかもしませんけれども、確かに今の切実なお話と

いうのは、大変、心に響いてくるものでございます。ただ先ほど申しましたよ

うに私どもになりますけど、撤去するという場合にはこれは本当に財政上の問

題、それは厳しいということで、継続をさせて頂きたいと。

ただその場合、この８０億円と見込んでおりますけども、それは皆様方の色

んな意見を聞きながら、地域対策みたいなの、また漁協の皆さん方と色々話し

てできることは、また少々の費用があっても対策を講じていきたい。だから浸

水被害とかあるいは振動被害というものもございましたけど、それにつきまし

ても一応、話の上ではそういうのは結論が出てる状態と思ってますけども、た

だそういった思いでおられる方がいらっしゃるということはやっぱりそれも含

めて地域対策、今後の皆さんの意見を聞きながら今後継続した場合にはそうい

ったことも含めて、検討していきたいと思っております。

（坂本町 氏）D
ちょっと関連よかですか。今の話の関連。坂本から来ました です。今のD

方が非常にこう、我々の気持ちを代表するようなことを言って頂きました。私

も全くそのように考えております。それで、答えを聞いておると、少なくとも

私はこういう悩みを理解しようとする努力をしているのかどうか、そう思わざ

るをえません。

振り返りますと、例えば県の方が荒瀬ダムの撤去を考えられた時に二つの大

きな柱があった。一つは継続していく場合の費用対効果というなことで、これ

はもう先の事業継続には耐えられないという、そういう話しでしょ、財政上の
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。 、 。 、問題 もう一つは 環境に対する配慮という話がございました これは両方共

総意なんです。どちらが１番とか２番とかそんな話しじゃない、両方共大事な

話しです。ところがこの撤去を凍結するて話しになった時に財政の問題だけが

表に出てきて、環境に対する配慮というのがない。本当に私らに言わせると、

無尽のない、どれだけ私ら球磨川流域を苦しめてきたか、そのことについては

思いは一つもないじゃないですか。もう少し目を向けて下さいよ。先ほどおっ

しゃったように、後ね、何年ぐらい私はまだこの苦しみをせないかんとか。地

域の皆そう、皆そうなんです。特に、私らみたいにダム湖の真ん中に住んでる

んです。この５０年間色んな悩みに悩まされてきました。我慢の・・ 聴取不（

能）なんです、撤去を持ち出したのは。そういうことを一つ考えて欲しい。

立ち上がったついでですけど。もう一つ。九電と売電契約ですけど、何かこ

う、九電とのあれする。この前の県議会の中では、かなり県議会の方からも、

まだかなり不透明な分じゃないか、というお話が出とったです。新聞で見まし

た。これはどういうことですか、これが一つ。

それからもう一つは、環境対策について地元住民らによる対策協議会を設置

する、という話しがございました。これはメンバーの選定というのはどうする

。 。んですか 前あった検討委員会との関連付けはどういう位置付けになりますか

こういった委員の選出にあたっては、思わぬ所からあの委員はもう降ろせと、

そういう話すらあったことがあります。またそんなことがあるんじゃないんで

しょうかね。少なくともそういったことはないように、委員の選定というのは

公平にして頂きたいと思います。

それから存続の検討に庁内組織を設置する、という話しがございました。こ

のことについては私非常に歓迎してます。ですが、存続ありきの検討にならな

いように、充分これは私注文していきたいと思います。それから開門調査につ

、 、 、いては企業局の方から 河川法上 難しいという話しがございましたけれども

開門調査というのは、現実こう理解するのに一番大事なことなんですよ。でき

ないことはないと思います。このことについて一つ、お答え願います。

（中園総務経営課長）

何点かございました。九電の売電の件、これは。

（ 氏）D
県議会の中ではかなり県の先生方も、まだ九電との交渉が不透明な部分があ

るんじゃないかというご指摘があったと、記事により見ました。ですからその

確認具合ははどうなんですかと。
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（中園総務経営課長）

九電と今、交渉しておりますのは、まず２２年の４月以降に、私どもが総括

原価方式で、九電と交渉ができるためには卸供給事業者にならなければという

、 。ことで その為には九電との間に１０年以上の基本契約を結ぶ必要があります

それは公営電気の九州、他に３県ございますけれども、一緒に足並み揃えて２

２年４月以降の契約について今、交渉中であるということで、私どもとしては

１２月までにはどうにか契約、おそらく１０年以上の契約もできると思ってお

ります。その卸供給事業者なった場合は、現在のように総括原価方式で売電料

金の交渉ができるということでございます。

庁内のプロジェクトチームでございますけれども、これは知事が１２月まで

に撤去するか存続するかについて、色んな検討課題がございますので、その辺

を検討するために県庁内、知事部局を含めて、１６名程組織をしまして検討し

ていく。例えば撤去するとした場合、財政的な問題であるとか、あるいは継続

するとした場合の企業局の将来の収支見通し、そういったことを検討して知事

にきちんと報告するということにしております。ちなみに継続ありきじゃない

。 。ようにということでございます まあそれはそのようにしてと思っております

次に開門調査でございます。これは県議会で経済常任委員会でましたけれど

も、いくつかクリアすべき点があると思っております。まず１点が河川法上の

問題というか、私どもは水利権をとって、ダムを設置して電気事業を経営して

おりますけれども、仮に電気を作らないということになりますと、河川内の不

法占有物になりますんで、国交省との協議がいるということになります。もし

も開門した場合は、上流の方に瀬戸石ダムございますので、瀬戸石ダムとの、

・・・・・ 聴取不能）ピーク発電でございますので、その調整をどうするか（

という問題が。あとは魚道の問題ですとか、今も１２月から２月の頃まで水位

低下をして調査をしておりますけれども、その期間に井戸枯れという問題があ

りますので。消防水利、色々な事、そちらもクリアしながら、本当に開門調査

が可能かについては検討していきます。

また協議会のメンバーでございます。確かに、皆さん方の意見を聞きながら

、 。 。公平に 偏らないような人選をしたいと その時はご相談をしたいと思います

（ 氏）E
私はダムの中ほどで水害を受けてる会の と申します。今、色んな意見もE

でました。一番私が思っているのは、ダム湖の中に長年、５０数年、水害を受

けた住民、これはどうしてくれるかということなんですよ。実際に。今最初に

質問された方が、ダムは何十年やるんだと、プログラムが全然できていない、

やれるだけやるんだと。そういう方向で設定された場合は、今ここに継続する
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際の費用が出てますけれども、私は恐らくこういうふうにでてくるんじゃない

かと予測してました。それは何故かというと、いわゆる撤去する費用というの

は分かっている訳です。すぐでちゃいます。でも継続する場合の費用というの

は、これはおおげさなもんです。私がこれみても、ここに含まれていない、継

、 、続する場合に それはどかさないといけないものがいっぱい含まれております

これは。

だからそういうような、細かい点が全部抜けとるんです。だから我々はやは

り水害者として、これがどうしてもやはりもう、ダムの撤去というのが、やは

り結論となってしまうんです。何年我慢してください。今から何年我慢してく

ださい。こんなことは聞きたくないです。やはり企業というのはダムを撤去す

るという、その造った時点で撤去する費用というのは必ずシミュレーションで

描いて、組んで、そして将来これくらいかかるだろうという予測で、プールし

。 、 。とかなきゃいけないものだと私は思います それが今実際 もうなされてない

７年間の水利権を更新しても全然、足らないんだ、足らないんだと。そういう

ことでは、いつまで経っても、県企業局のやるこういう方式というのはお流れ

になってしまいます。必ず。私はそういうとこを、もう少しこういう皆さんに

わかりやすく説明してもらえばいいかなと思っておりましたけれど。もう、今

日は早すぎて全然わかりません。本当にもうこれは流れてしまうような状況で

す。

そして、やはり第２点目に、これ以上続けたここの環境状態は全滅です。私

はそれを見てきています、長年。だからやはりそういう面を予算の上に載せな

いで何がでてくるでしょう。もう少し、やっぱり県民のためを思って、ここ住

民のためを思って、地域の住民のためを思ってやはりつかさどってもらわない

と、私は困るわけです。そういう点を、やはりピシッとしたプログラムを組ん

でやってほしいと思います。もう私はちょっと問題外と思います。費用はかか

るんです、どうしてもこれは。どっちにしても。そういう点をなんらか行政の

力で、そういう点をどうやって組んだらこういう金が出てくるんかというのを

積算してほしい。よろしいですか。そういう点についての心構えをひとつ伺い

ます。

（中園総務経営課長）

確かに今の厳しいご意見でございますので、一応、お受けしておきます。出

来るだけ皆さんと協議しながらやらせていただきます。いいでしょうか。

（天草 氏）F
私、天草から来ました。天草でちりめんじゃこ漁をしております。私、一番
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ここの会場の中で球磨川に一番お世話になっている、そういう気持ちでおりま

す。ちりめんじゃこは全国でも大きい河川が流れ込む海域が良い漁場となって

おりますし、また、私達は上天草市は球磨川の水を上水道に、水道とか飲み水

に使っております。大変お世話になっております。また、私達は五橋が出来る

前までは、買い物も病院も学校も、定期の客船で船があふれるくらいに八代に

来ておりました。チャカ奉公に来ておりました。

、 、昭和の合併の時は上天草市の姫戸村は住民投票の結果 八代市と合併すると

議会でも村議会でも可決されたと、八代で合併されると可決されたということ

で、本当に身近なところであります。

私は先日、先輩の漁師の人達に聞いたところによりますと、八代近海にくれ

ば、エビとか車エビとかヒラメとかカレイとかいっぱい獲れたと。日奈久とか

に河口岸とか作ったとか、そういう話を聞きました。最近海が泥になってです

ね、泥化してこういう魚も今では獲れなくなってもう廃業したという話も聞き

ました。

何故、海がヘドロ化、泥になってしまったのかなと、ずっと熊大とか、東京

大学とかにも勉強しに行きましたけど、一昨年ですか、熊大がランドサットか

らの衛星写真を見せてくださいまして、球磨川から、ダムから放水される泥水

が不知火海一面に流れ込む衛星写真を見ました。そういうことで私も先日、Ｋ

ＫＴの報道であったと思いますけれども、天草の山の上から、ダムからの放水

の写真を見ました。本当にひどいものでありまして、これが海に溜まっていく

んだなあと思った次第であります。県は環境立県ということで、頑張っておら

れますけれども、子供たちにも海を汚すなとかそういうことを言っておられま

すけれども、県自体が海を汚しているんじゃないかなと、私は思うわけであり

ます。

それから、今年は赤潮が発生しました。私は長年漁師をしておってから、今

年は赤潮が発生するだろうと予測しておりました。何故かといいますと、雨が

少ない年、ダムに水がいつまでも溜まっていた年、それを放水した時が赤潮が

発生します。２０００年７月もそうでした。その時は養殖業だけで４０億円の

。 、被害が出ました 今回は１億数千万という被害が届けられておりますけれども

本当はもっと大きい被害であったそうでありますし、マグロとかの被害は計上

されておりませんから、マグロも大分死んだそうでありまして、何故被害の届

けを出さないかと言うと、被害の届けを出すと銀行が金を貸さない。そういう

ことで被害の届けを出さない。そういう話を聞いた訳であります。

私は潮谷知事が荒瀬ダム撤去を応援されて、県議会でも決まったことで、子

供たちも、これは魚がいっぱい獲れるようになるということで、子供たちも跡

継ぎをいっぱいしております。それから他の漁師の不知火海の漁師のみなさん
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も設備投資とか色々最近されております。皆さんがこう、撤去を楽しみにして

おられる訳であります。

知事は選挙演説の中で、私には教え子が各省庁にいっぱいおると。その人達

に頼めばなんでもできると。こういうことを耳にタコが出来るくらい私は聞い

たんであります。不知火海再生の為には、この荒瀬ダム撤去を実現し、国も有

明海、八代海 ・・・ 聴取不能）ということで、国も金を出している訳であり、 （

ますから、知事にはそっちの方から財政面の金を持ってきてもらって、荒瀬ダ

ム撤去を、不知火海再生の為に使ってほしいと思いますんで、よろしくお願い

します。

（中園総務経営課長）

何点がございましたけれども、ＫＫＴさんの報道というのは、これは上流に

市房ダムがございまして、その時の出水がございますので、その影響ではない

かと言われております。

赤潮についても、非常に色んな情報が錯綜しておりますので、今後調査の待

たれる、というふうに思います。

いずれにしましても皆さんそういったご意見をお伺いしながら、対策ができ

るものについては対策を講じていきたいと思っておりますので。また漁協さん

とは話し合いをとらせていただきたいと思います。

（八代漁協 氏）G
八代漁協の と申します。企業局におかれましては覆砂に対しましては、G

ご配慮いただきましてありがとうございます。私も荒瀬撤去の検討委員という

ことで、何回か会議に参加させていただきまして、そのときは企業局の上野局

長はじめ局の皆さんが、潮谷知事の時は撤去一色に染まっていたのではなかろ

うかと。それが蒲島知事になってから、いっぺんに手のひらを返すようなこと

で、今度は存続にというて、今日の説明も存続にというようなことで聞こえる

。 、 、 、とですよ そうすると 潮谷知事が発表された時が 凍結するという話の中に

まだ財政が財政がということだけで、球磨川組合の皆さんはじめ、八代海の漁

民に対しては、環境に対する寛容な話は全然なかですね。財政、財政て。球磨

川組合さんはじめ八代海の漁民というは相当おるんです。今、売電が７４，５

億かなんか売って、少ない・・・・ 聴取不能）ということで言われましたけ（

れども、恐らく撤去された場合は、そりゃ球磨川でも瀬も出来て、鮎も増産で

くっとじゃなかか。今、そのものが、瀬がなかもんですけん、鮎もそれなりに

獲れんとじゃなかろうかなて私は思っとっとです。もう少し、漁業者に対して

の配慮というのが全然欠けとる。ただ、潮谷知事の時は一生懸命、企業局の皆
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さん達は、局の皆さん達は撤去寸前まで、年がくる、そこまでいったときに今

度は知事が代わってから、手のひら返すてできるんですか、そんな簡単に。財

政が足らんなら足らんて、潮谷知事だったって、おそらく６０億ですか、それ

が７２億になって、そぎゃんことは予想されとっとじゃなかっですか。私も考

えて、いろいろな問題を考えて、漁業者に対しての配慮が足らんと思うのが、

漁業家て相当なもんの八代海漁民もおりますし、球磨川の組合さんもおられま

す。そのシミュレーションで何か考えられた事があっとですか。全然そういう

こつ、その組合に対しての配慮が全然なかっですよ。今考えてみれば、企業局

の説明が何回もありまして、私も何回か参加させていただいておりますけれど

も、ただ今の話を聞けば継続に傾いとんなっとじゃなかろうかなと、そんなあ

り方に、２通りの説明をされましたけれども、企業局自体が存続ということに

気持ちが固まっているような考え方もします。

色々な説明は私はわかりません。漁師だけん。一番私が思うのは、一応、詳

しいことはわかりませんけれども、もう生きた水を放流していただきたいとい

うことです。ゲートをあけていただければ、ずっと半永久的に。こん前も土地

改良が言いなって、渇水時期がなど言われましたけれども、そういうＪＡ団の

皆さんが、土地改良が水が足らんてなれば、ゲートば閉めればすぐ回収できる

とじゃなかろうかなと思いますけれども、その点は上野局長どういうお考えで

すか。お願いします。

（上野局長）

さんとは長い付き合いで、委員会の話もそのとおりでございますけれど、G
平成１４年度に、さっき さんが言われましたけれども、存続ができるかそD
の経営的な部分と、それから環境という地元の思い。その元の川に戻してほし

い。荒瀬ダムの役割はむしろ果たしたんじゃないかと、元の川に戻してほしい

けれども、そういう思いが村議会の意見なんかが出たんで、前知事もそれなら

、 。 、ば撤去しようか というふうにきた訳でございます その中で委員会を作って

さんにも さんにも委員になっていただいてやってきました。それについG D
て先ほど手のひらを返すようなと言われましたけど、そうじゃなくて、１４年

から始めてそして現実に２０億使ってます。ずっと工事やってました。その工

事自体は我々が当初県のレベルで想定した内容よりも、専門の先生方に審議し

ていただいたところ、より高度なやつをせんと川にも皆さん方にも良くないと

いう、そういう結果が出ましたので、それでずっとやってきたところ、非常に

工事費がかさんで、かさんだのがパンクしそうになったのが平成１９年の末な

んです。まだ潮谷知事の時です。潮谷知事は分かっていました。その時点で知

事、もう危ないですよということもできたんです。できたんだけど、出来るだ
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、 。けやれるとこまでやろうということで 年度に向かって内部留保しました20
そして新知事なったんです。新知事になった時点で、今の先ほど事業費のこと

ばっかり言っていると言われましたけれども、現実に我々の方は当初の計画よ

りも事業費がかさんで、かつ、さっき総務経営課長が言いましたけれども、内

部留保金でやろうと思っても実際パンクすると。それなら今おっしゃったよう

に一般会計から持ち出せば本当はできるです。一般会計の例えば、道路事業や

福祉事業や教育を削って、荒瀬ダムに・・・・ 聴取不能）できます。それは（

もう今の知事は、知事として政治的にそれは困難じゃないかと判断したから、

一応継続する方向で、県としたら、それはそれで地元の人たちの意見を十分に

聞かないといけないから、それについては議論をして、そして正式に１２月に

結論をする、結論を出すということでやってるわけです。だから知事選があっ

て政権が代わったから、右から左にということじゃなくて、企業局自体も出来

るだけ１４年度の結論、前知事の結論に従って、遂行できるように努力したの

は間違いない。だから、私どもがね知事が代わったから撤去できるのに撤去し

ないというふうにしたことはない。ここは、誤解の無いようにしていただきた

。 、 。い 元々 我々自体が撤去の方向でずっと進めてきよるとは間違いない訳です

、 、 、そしてかつ もし存続するとなったら みなさんいわゆる知事が言われている

県して・・・・ 聴取不能）じゃなくて、存続せざるえないということになっ（

たら、それに応じた迷惑をかけているわけだから、地域の川も海もダムの上流

の人達にも迷惑をかけているわけだから、それについては皆さん方に対して何

ができるのかというのは、今考えている対策以上に、先ほど申しましたけど、

話し合いの中で必要なやつがあるならば、費用をかけていかざるえないだろう

と。

（発言者不明・会場）

詭弁を使うな。

（ 氏）G
上野局長よかですね。今の局長の答弁は、よくわかりましたけれども、私の

気持ちとしては、やっぱここで川で生活している、八代海で生活している漁民

、 。の気持ちというものを 特に知事に伝えていただきたいという事が第１点です

色々な答えはいりませんと。それで、第一、ゲートを空けて流してもらえるの

を費用も何も８億ならいりません。いらんとです。

（上野局長）

そこのとこ答えとらんだったな。
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（ 氏）G
それで土地改良が、水がすぐ足らんとか、ゲートば閉めれば済むことだけん

あんまり考えることはいらんとじゃなかろうかと。知事にとってもお願いしと

きます。その要望を。

（上野局長）

さんのゲート開放にはお答えしませんでしたけども、私も知事とは色々話G
してますけれども、知事自体は皆さん方のそういう言われることは一番心に響

いている。だから別に藤本、荒瀬で、電気事業で、プラスになる必要はないん

だと。出来るだけ地域の人達がそういう要望をされるならば、ゲートを開ける

ように漁協さんと調整して、そしてその八代海が環境として非常に良い海にな

るように努力したらどうかと指示は受けてます。それについてはその例えば１

年の内どのくらい開けるのがどうかというのは、それは決定してませんけれど

も、その点については、今、皆さん方とお話し合いしながらやっていける可能

性もあります。

今日も色々厳しい意見がでましたけれども、これについては１回、２回、３

回もそうですけど、すべて記録に、テープに取っていますから、記録に残して

知事には読んでもらっています。これはちゃんと皆さん言われたのを我々が調

整するのではなくて、すべての意見は知事にあげるようにしています。それを

踏まえた上で１２月に知事が最終判断をします。ある程度こちらの方で色々や

ってるんじゃないかという思われるかもしれませんが、そういうことはしませ

ん。事実をそのまま知事にあげるようにしています。

（ 氏）G
よろしくお伝えお願いします。

（土地改良区 Ｈ氏）

先ほどから何回も土地改良の話にでておりますが、これまで凍結反対の意見

がたくさん出ました。本当に地元の皆さん方、大変・・・・・ 聴取不能）ご（

ざいます。私ども土地改良区といたしましては、２回ほど県の方にも陳情に伺

いました。その中で、ただ単に水が確保されればいいということではなくて、

陳情書の中にも周辺の環境問題、流域の漁業の問題等も含めて陳情をしておる

ところでございます。

たまたま９月１０日、県に陳情に参りました時に、いわゆるその今回、八代

議会に提出されました、ダム撤去に関する陳情書の署名された方に、ばったり

でくわした訳でございますが、ただその時お話しましたのが、それぞれの立場
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で撤去賛成、凍結賛成ということは、仕方ないことだろうと。それぞれ自分達

の主張を述べて理解をしていただきました、というようなことで固く握手をし

て別れてきたところでございます。そういったことで、先ほどから土地改良は

単なる水がめだったというような話もございましたが、当時、私は一農家のお

綱として農業を営んでおりまして、当時の渇水の事はしっかり覚えておる訳で

すが、土地改良にて聞きましたとおり、確かに荒瀬ダムの放流はためになった

というなことで、この９月議会に伝えたこの資料の中には、凍結しても撤去し

ても水には困らないというような事も書いてありましたので、９月１０日に会

いました方には、もう少しあんたどもは、配慮してお願いしてもらいたいです

な、と笑い話で別れたわけですが。

私たちどもとしましては、球磨川から取水しているものでございますし、安

定的な流量確保が引き続きある訳でございますけれども、ただその為にはさき

ほど言いましたように、それぞれの色んなこれまでご苦労された方々に対しま

して配慮いただきまして、凍結をしていきたいというようなことで申し上げた

いと思います。

（中園総務経営課長）

ご意見ということで。

（坂本町 Ｉ氏）

坂本町のＩでございます。２，３、質問をさせていただきます。住民のため

に仕事をする人が役人であって、住民のために仕事をしない人は役人ではない

というふうに、ある有名な政治家の格言がございますが、まあそういう役人で

あられることを願って質問いたしたいと思います。

荒瀬ダムは造られた建設当時は、造りよった過程においては、かなりおいし

い話がいっぱいだされて、その話に地元市民はかみついて、こんなにいい話は

ないということで、建設に同意した訳でございますが、この６０年間にならん

とするこの中で、現在何が起きているのか、現在どうなっているのかというこ

との検証あるいは反省することが、地元の住民に対しての気持ちをくみ取るこ

とではないかと思う訳です。

企業局から提出されたこの説明書の中で、地元の一番大事な部分であるとこ

ろの、関心度の高い問題としまして、地域対策費が計上されていないというこ

とは、これはどういうことなんだろうかと。それは地元の、これから先は環境

の問題、地元の振動対策の諸々の事も含めて地元と十分協議しながら、話し合

いをしながら、これから地元のためになる環境にやさしいダム運営をやってい

こうという話がございますが、そういう考えがある中に、一番大事な地域対策
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費が計上されないということは全く理解できない訳でございます。ということ

、 、は 言葉の裏では全く地元には何も関心が無いということを示されとるんじゃ

と一緒じゃないかなという気がする訳です。それがひとつ。そのことについて

説明をお願いしたいと思います。

それから稼げるからもったいないというようなことで、これは継続せねばな

らないというような話ではございましたが、継続する上で、した上で、一番受

益者になるのは誰かという考えをしました時に、企業局そのものが一番の受益

者で、地元住民にとっては何のメリットもない、というふうにも思われる訳で

ございます。その一つの中で、結局は企業局としては、これから総括原価方式

によって、１０年間７１億という数字が稼ぎ出せるというような話もございま

すが、九電との契約はすでに決定していることなのかどうか。先ほどちょっと

話が出ましたが、それもはっきり説明をお願いしたいと思います。

また、仮に１００歩譲ってそれが認められたとしましても、結局は九電さん

。 、に高い単価の電気を買わせるということに他ならないわけです ということは

その跳ね返りっちゅうのは利用者であるこの我々にまた高い仕返しががかえっ

てくるなにものでもないわけです。ようは結局利用者である我々が負担するだ

けの話であって、じゃあ我々にとっては何がメリットになるかということにな

ると、それさえも何のメリットも出てこないわけです。

それとよくお役所の方々が使われる言葉の中で費用対効果という言葉がよく

出てますが、費用対効果という言葉の中から察知しても、いわゆる安く作って

安く売って利用者に安く提供するという話は費用対効果があるのだけれども、

それの全く逆であるならば費用対効果には全くならないという話になってく

る。

だから本当にそういう問題を抱えたこの総括原価方式というものが、利用者

の我々にとって本当に良いメリットなのかどうか、それも一つ、節にお願いし

たいと思います。

それから今まで５０年間の中に企業局としては電気事業をやってこられた中

で、おそらくまあ何百億あるいはそれ以上の稼ぎをだされたことだろうと思う

わけです。ところが地元にとってじゃあ稼いだといいながらも、何をやってき

たのか、全く何一つ出てこないわけです。あえて言われるならばいわゆる交付

金もあるだろうという話もされるともありませんけれども、こんなのはもうほ

んのたかが知れた話であって、事業をするのに交付金というのはこれはもう権

利じゃなくても、どこでも事務的に発生する問題ですので、あえてこれは地元

に対する貢献との考え方には私は程遠い話だと思います。

まあそういうなかで、結局まあ地元で失ったものというのがはるかに大きい

わけです。これから先も継続ということであるならば繰り返されて、それが繰
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り返されて、こういうその地元に対するそういうその弊害をもたらし、これか

ら先の経済損失というのが繰り返されるわけですが、そういう権利が企業局に

本当にあるのだろうかと、我々もすごく疑問に思うわけです。

、 、 。以上 質問にならないのかもしれませんけど その点についてお願いします

（中園総務経営課長）

何点かお答えいたします。まず、地域対策であります。確かに８０億の中に

地域対策というのは入れておりませんけど、これは決して地域対策をしないと

いうわけではございませんで、今後の本当に皆様方、地元に何ができるかとい

うことを含めてですね地域対策はきちっとやっていきたいと思ってます。まず

８０億の中には管理・環境対策というのがありますけれども、環境対策をやは

り地域の皆さんに、とにかく受け入れていただくようなものをしたいと考えて

おりますので、それを含めて地域対策を今後みなさんと一緒にやって考えてい

きたいと思っております。

九電との交渉でございますけれども、２２年４月以降の基本契約を締結した

後には、九電との間に総括原価による契約、交渉関係がございますけれども、

８０億の中の７１億については、これは九電も色々、私たちと同じようにダム

を経験して、総括原価による交渉をしておりますので、九電はそういった経験

もございますし、私どもも５０年間の経験がございますので、その辺の何が総

括原価に含まれるかということは、だいたい企業局も含めて、間違いないだろ

、 。うというような想定のもとで ７１億については回収できると思っております

九電、それも総括原価で来年料金が増えた分についての九電、それからそれ

をさらに含めて電気料金が上がるということに関しましては、九電というのは

非常に大きな企業でございまして、私どもは年間に２０億円ほど稼いでるとし

ても、九電の場合は１兆４０００億ほどの売り上げがございますので、費用に

ついても私どものダムを改良したりして、増えたり減ったりするそれを、十分

包和しながら、ほとんど電気料金には、上がり下がりには影響を与えないよう

なものではないかと思っております。

、 、次は地元に何をしてきたの ということで先ほどもご説明ありましたように

市町村交付金というのが当然ございます。その後、その中に皆様方に今までや

ってきたものもございます。特にここでは申し上げませんけども、今後とも皆

様方と話し合いをしながら、地域対策等には利用していきたいと思っておりま

す。

（海士江町 Ｊ氏）

今夜の、県の説明を聞きながら感じたことが１，２点あります。そして私も
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意見を述べて最後に提言をしたいと思って、その提言に対する答弁を求めたい

と思います。

今日の話のなかで、企業局から約５０分近く説明があります。そのうちに、

一番大切なダム撤去に至る経緯ということは、全く削除されているわけです。

この荒瀬ダム撤去に関わる経緯を抜いたところに、荒瀬ダム撤去問題の本質が

私はあると思います。そしてこの荒瀬ダムの撤去凍結を言い出しっぺは蒲島知

事であるわけでしょ。これは企業局の幹部ではなかったはずです。先ほども話

がありましたように、今年の初めまで企業局の幹部はダム撤去で動いてきたわ

けです。白を黒と言ったり、黒を白と言ったり、せにゃいかん企業局の幹部の

人達は大変ですね。気の毒に思います。本当に。しかし言いだしっぺが蒲島知

事さんであるならば、蒲島知事さんが出てきて説明をするということが、県民

に対する責任ではないかと。あなた達では説明はできないわけです。

私はもし、知事さんがでてくるならば１番に質問したいことがあります。こ

の凍結を考えたのは、東京の本部にある、国際的なダム屋が背景にある何とか

委員会の提言がきっかけになった、というふうに言われているわけです。知事

さんの総意でもなかったはずです。新聞にはそう書いてあるんだから。という

ことは、あの人がそう凍結を決めたという何とか委員会の意見を聞いてみたい

と思います。県のホームページに、何とか委員会の幹部２人が蒲島知事に撤去

を決めた前の県知事の方針は遺憾である、というようなことを堂々と述べた文

、 。章がホームページにありますので それをまず最初に聞いてみたいと思います

（中園総務経営課長）

えっ。ちょっと。

（Ｊ氏）

ちょっと待ってください。こないだも、僕のマイクを取り上げて、とうとう

発言させんだったでしょ。

（中園総務経営課長）

たくさんの人の意見を聞きたいわけですから。

（Ｊ氏）

提言をするから最後に。だまって聞きなさい。

（中園総務経営課長）

じゃあ簡潔にお願いします。
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（Ｊ氏）

それが痛いところでしょ。あなた方の。どうでしょうか。市民の意見は最後

まで聞いてみたらどうですか。私も５０分間あなた達の話を黙って聞いたんだ

から。

地域問題については、にわかには説明、私たちも質問できませんですよ。今

度はゆっくり質問をいたします。例えば費用撤去については、維持する場合に

はほとんど売電で賄うかのような発言がありました。しかしこないだ私が９月

の八代市議会を傍聴しまして、ここにも出席されております田中議員は、別の

ことをおしゃってるんです。例えば数字のことについは、どれが正しいかとい

うのは、にわかには信じられないから、じっくり見極めなければいけないとい

うことを私は言いたいわけです。どちらが正しいかということを私もよくわか

らないから。というような９月議会は、市議会の中では、平成１８年度の荒瀬

ダムについは１億１０００万円の赤字だったということを発言をされておりま

す。これで、売電で賄えると言えるんでしょうか。これは一つの例だから、そ

れは私は断定はいたしません。

蒲島知事に、第３回目は出てきていただくかどうかということを、この場の

総意として決めていただいて、出てきてほしいと思います。それが一つ。

それからもう一つは、企業局の一方的な説明だけでは私は不十分ですから。

これまで潮谷知事さんの時代に、川辺川の問題で県民集会というのがございま

したでしょ。あのような、一つの側としては蒲島さんが正面から向き合ってよ

。 、ろしいですよ それとダム撤去の意見についてはその代表の何人か何十人かで

直接対決討論をしてみると、蒲島さんの言動がいかに矛盾しているということ

がすぐ分かると思います。ですから、こないだのような川辺川ダムの県民集会

のようなことを、次回、理事会くらい２，３回くらいは少なくとも開いていた

だきたいと、それも必ず県知事にお願いをしてくださいということを提言した

いと思います。

（中園総務経営課長）

。 、お答えします ３回目を開くかどうかということを今後検討しますけれども

知事には今のご意見は１番、２番、間違いなくお伝えいたしますので。よろし

いでしょうか。

（球磨川漁協 Ｋ氏）

球磨川漁協のＫです。あんまり時間がすぎるとまずいんで、私もできれば５

０分くらい話をしたいんですけれども、今晩中やらなきゃいけなくなりますの

で、簡単に言います。
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1この会議には 説明会にはガス抜きですか 帳面消しですか まずこれが第、 、 。

点。といいますのは、こんな資料で、今日の夕方７時前に皆もらって、そして

一方的な訳の分からん説明をして、質疑応答てあるわけです。何を質問できま

す。どうでしょう皆さん。これはあまりにもおざなりすぎだと私は思います。

これは本当に流域住民の立場を理解されてない。我々漁民は川も海も農業者も

そうかもしれません。第一次産業すべてもう絶滅危惧種に瀕しているじゃない

ですか。その我々の立場を理解してくれたのが潮谷さんなんですよ。だからダ

ム撤去って言ったんです。

皆さん方はこないだ６月３日まではダム撤去じゃなかったですか。ドンが変

わればね、先ほどの話じゃないけども白も黒と言うのか、ということなんです

よ。皆さん方の本音はダム撤去でしょうが。どうすか皆さん。それが本音です

よ。何で知事に言わないんですか。それが今からの組織なんですよ。行政なん

です。お答えください。

（中園総務経営課長）

今日のこちらのガス抜きということじゃ当然ありません。皆さんの意見を聞

いて、今後にどうしたら活かしていくか、ということで。まあ資料については

確かに難しい資料で、直前でお配りしたというのは、それはちょっと申し訳な

いと思いますけれども、誠意を持って説明させていただきました。もちろんご

指導等ございましたら、ぜひとも対応したいと思います。

また６月４日に知事が確かに凍結というのを出されました。これは本当に私

どもがきちっと知事に報告する中で、ここで一度立ち止まって考えようという

ことでございますから、１２月までに撤去か継続かということを決定されます

ので、皆さんのこういった意見を、知事にはきちっとお伝えしてそれを基に知

事が判断されると思いますので。

（上野局長）

Ｋさん、ちょっと誤解をされてる部分があるようですから、私がＫさんの２

番目の質問にお答えします。

おっしゃったとおり先ほど申し上げましたけれども、１４年からずっとやっ

てきました。先ほどのお２人にも委員なっていただいてやってきました。この

中で毎年毎年２億とか３億とかの金をつぎ込んで、泥土除去とか砂礫をどうい

うふうにして処理するかをずっとやってきました。その中で、現実さきほど申

し上げましたようにパンクしそうになったのが１９年度末の２月、３月の精算

時期からです。１９年度終わったら２０、２１年とあります。その段階で我々

としては先ほど申し上げましたように、このままでいったら、先ほど総務経営
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課長達が説明しましたこういう撤去等に要する内部留保金、それでは撤去に要

する費用を賄えんだろうと。賄えんならばじゃあどうするか、という話ですけ

ど。先ほど申し上げましたように一般財源から持って来ればできます。ただそ

、 、れができないとう前提でやってましたので 我々としては知事にはその時点で

知事は４月１６日に着任しましたけれども、その後、企業局の事業説明の段階

で、知事は知事で色々思いがあったんですが、我々は事務方として６月３日に

あったんじゃなくて、その時点でこのままでは多分難しいだろうと。撤去その

ものが。で、金をどっかから持ってくればいいですよと、それは現実的には無

理でしょ、という判断を知事にはお願いしました。だからそこは本音を私にＫ

さんが言えと言われると、私が言ってるのも本音です。本当はやりたくてもや

れないという状況。では、やれないなら次に何をするかというのは次善の策は

何かということで、我々考えたのが継続するなら、継続する方向であって地域

に迷惑かけてるんだから、迷惑施設を造って維持してる以上は色んなことをや

らなんだろうと。それについて皆さんと議論をして最終的にそれを知事がそう

するのか、それはやめるというのか、プロセスを組んで企業局のが今のやり方

ですので、私自身はＫさんが言われているような本音を隠してどうこうという

のはありません。そこは是非御理解いただいて。

（中園総務経営課長）

予定が９時でございますので、あと２人でよろしいでしょうか。

（Ｌ氏）

２点、お尋ねします。まず第１点目は、今日２回目という説明会でございま

すけれども、そのほか坂本、地元の説明会が２回ほどありました。その間２ヶ

月結局過ぎたわけですけれども、いつも私たちが言う意見はただ流れっぱなし

で何にも残っていない。それで何のための会議か、こう皆さんが言いたいこと

を言われる。ただそういう会議のようにとれるわけです。局長は前回、ちゃん

とどういうことがあったかということを、会議録というものをちゃんと閲覧で

きるような形にすると言われてる。皆さんは、皆さんのその頭でしたら３日あ

れば会議録ができるんじゃないかと思うんですね。２ヶ月なりました。何にも

その会議録というものはでないんですね。だから私たちが何を言ったのか、皆

さんが何を言ったのか、それが全然後に残ってないんです。それで今日の会議

に、今までの私たちが言った４つの説明会で言ったことがどこにどういうふう

に反映しているのか。皆さんは私たちの意見を活かすというふうに言っておら

れるんですけど、それはどこに活きているのかちょっとわかりません。それが

第１点です。
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それからいつも私、河川法のことを言うんですけれども、球磨川は地元私た

ちの権利なんです。それを私たちの権利を国が代表して皆さんに許可をしてい

る。それをいかにも自分達の権利みたいな考え方で、すべてを運んでおられま

す。あの撤去対策検討委員会の中には、国土交通省の藤巻所長はずっと参加さ

れております。ここでは、この前も私はそういうことを言いましたけれども、

国土交通省はここには出てこられません。ただし水利権を許可されるのは国土

交通省なんです。県は色々言っても、国土交通省が許可しなければ継続はでき

ないんですよ。現在、国交省とどういう、その交渉をもっておられるのか、そ

の経過をお尋ねします。

（中園総務経営課長）

会議録につきましては、これはお詫びいたします。出来とりますから。

（上野局長）

会議録は私も中津道でもお約束したとおり、あそこでも発言内容等は全部知

事に見せますて約束しました。それにつきましてはテープにとってまして、実

際テープおこしをさせて、それを載せるようにしてます。ただ、おっしゃった

とおり３日とか４日ではできんけど、急いでさせます。そこ遅れとるのは申し

訳ないけど、間違いなくホームページ上で、１２月に結論を出すんだけど、そ

のずっと前に、それを出して皆さんにこう意見があったというのはわかるよう

にさせますんで。そこが遅れてるのは申し訳ないと思ってお詫びをさせていた

だきます。

（那須室長）

お尋ねの国交省の協議の件ですが、ご存知のとおり現在撤去については凍結

されております。今までずっと撤去につきましては国交省と協議してまいって

おりますが、現在その点についてはちょっと協議を中断しております。ただ、

現在一部工事は継続しておりますので、その件についての協議はずっと続いて

おります。

（上野局長）

一応、最後の質問という形にさせていただきますので。

（Ｍ氏）

最後にお願いしたいと思いますが、最後じゃなくまだ５，６人残っておりま

すが。

私はあそこのダムが出来るときにはちょうど軍隊から帰って来て、復員して
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きたときであります。まず行き当たったのが昭和２８年の街頭録音です。葉木

で街頭録音がありました。テレビなんか勿論なかったけれども、ラジオの街頭

、 、 。録音があったときに 緊急に今 ローソク送電だから電力が是非とも必要だと

ここ１，２年のうちになんとかせなんいかん。工場も止まってしまう。皆さん

の家庭の電力もないというようなことだったもんですから、地元の人も何とか

して協力せないかんと。そりゃあの当時はお上のご意向というのが非常に強か

ったわけです。まだ終戦後だったから。それで街頭録音の中でも、みんな不安

の中にも色々と意見いいましたけれども、その時の補償の方の名前も私よく知

っとります。その時にダムが出来たならば非常に湖水もきれいだし、そして魚

もワカサギも、いっぱい獲れます。ウナギもアユもカニもメダカも、なんぼで

も十分獲れます。それでそのうちにワカサギの放流はします。というようなこ

とで、私もワカサギの放流をダムが出来たときにしたわけです。一匹もおらん

です。今はメダカもおらんです。ガネは勿論ウナギも、全然百済木川にはガネ

篭つけにいったっちゃ一匹もおりません。臭くて臭くて辺りの魚も逃げていき

ます。逃げていって発電機の中に行って、巻き込まれて死んでしまいます。

そういうことで、当時は非常にうまい話をされました。そして観光船もここ

を走りますと。ということで、あそこのＮの鶴の湯。あそこの観光船を自分の

お金でつくった。Ｏさんも作ったわけです。２隻でいきよったところが、全然

３年くらいしたところが観光船でうっとまってしまった。誰も乗るものもおら

んです。そのうちにアオコは生えてくるし、湖水は臭くなるし。今いってごら

ん。足も洗われんごてなっとる。腐ってしもとっとですよ。そしてそのうちに

川辺川ダムの色々な問題が出てきたところが、５０年間何もしないでおってか

ら今頃になってから・・・・・ 聴取不能 、坂本駅の下の、やっとあすこまで（ ）

拡幅工事がすすんどるんです。そういうふうで、あの時はどんなふうにおられ

る少数の被害を受けとる、去年も被害を受けた人達、床上浸水、いまだかつて

そういうことがなかったのが全部水害を受けておられるんです。川岳の保育園

あたりも電気製品、全部濡らしてる。毎日毎日５０年間ですね、これだけ水害

を受けとらるわけです。私も水が出たとき行ってみました。ところが湖水の中

流から、発砲スチロールが流れてきてダムにあたって、なんか上の方に流れて

いくわけです。下には流れません。全部上に発砲スチロールが流れていって、

そうしていまだかつて水害の無かったところが床上浸水されとります。それは

、 、 。前 水害があったときに 企業局のＰ課長なんかは知っとらすと思いますけど

ああいう人達があたくしに来て、これだけ水害があるとだけん何とかしてヘド

ロの上げる道ば教えてください。そして自分の土地を提供してやったことがあ

るんです。まあ勿論、道はダムにかかって水没するところだったけれども、う

ちの祖母が非常にもっこすというか、ダムの底に浸けられるもんかと。そして



- 34 -

自分の山を切って、人吉のＱ建設を頼んできて地上げをして、うちは屋敷は現

に水没しておりません。それだけもっこすだっだです。そして道路が出来ると

きも、全然道はふさがって、引越しするにもされないような人が、どれだけで

たと思いますか。そういう事実があります。

それと、私が軍隊時代には県会議長の・・・ 聴取不能）なんて、良い付き（

合いだったんですけど、議長をされとったときに、これは今のごつしてこれだ

けの少量の人間を犠牲にして 「あたどま、なんとせんとこら困るバイ」と言、

ったところ 「おい、そげん言うな。国のアレだけんしょうんなか」と。そし、

て、官僚だった桜井三郎さん。あの人が来て 「もうここ２年内にダムば造ら、

んばこら、その使命をおびてきとるとだけん腹切らなん」て言わした 「腹切。

んなっせ。あた１人が切れば、皆助かるとだけん 」と私そこまで言うたこと。

があるとだけん。

そういうことで、昔の補償係の係長さんとかいいましょうかね。嘘ばっかり

言っとらす。そして今日あなたたちが言われる非常にバラ色な話をされますけ

れども、これはちょっと信用できません。そして今、葉木とか坂本村とかあの

。 、 、付近の対策を何もされておりません 今 川辺川は全国問題になっておるんで

さあ家じゃなんじゃかんじゃ、あとの対策をしませんば、設備はなんでもして

あげます。坂本は、たったこの前までは何も、役場に私も聞きいってました。

ダムが出来てから施設の事で色々な相談がありましたかと。何もなかっです。

役場の人にいいえ、いいえ、全然、そういう話のあったこつもなかです。とい

うことで線路の横の方は、線路の踏み切りなんかも全然改良がでけんと思いま

す。そういうことで話が、もう私も相当、わかっとります。漁業の問題もそう

相当ありますけど、今日はこれでやめます。

（福原工務課長）

それではご質問がありました、ダムが臭いとか、洪水被害だとかそういうこ

とで皆さんにいろんな事、ご迷惑をおかけしてます。それで私どもとしては、

これから皆様と色々ご相談をしながら、色んな対策をですね。

（発言者不明・会場）

相談になっとらんよ。

（福原工務課長）

臭いとか、そういうものに対しては、泥土を確実に取っていきたいと。まず

は、そして浸水被害に対しましても堆積している土砂について確実に除去して

いきたいと今考えているところでございます。今後につきましては、また皆様
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と一緒になってご意見を伺いながらそういう対策をするということで思います

ので、どうぞよろしくお願いいたします。

（中園総務経営課長）

約束ですから、これをもちまして２回目を終わらせていただきます。どうも

ありがとうございました。

（以上）


